
1
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

合意の内容（2025年7月22日時点）

米国の関税措置

◼ 日本に対する相互関税率を25％から15％に引き下げ。

◼ 一般関税率（MFN税率）が15％未満の品目にかかる税率は、MFN税率と相互関税を合わせて15％。MFN税率
が15％以上の品目は、MFN税率のみ適用され、相互関税は適用されない。

◼ 8月7日以降に徴収される相互関税のうち、日米間の合意を上回る部分について、8月7日にさかのぼって払い
戻し（遡及効）がされると、米側より説明あり。

◼ 1962年通商拡大法232条に基づく自動車・同部品に対する25％の追加関税を、MFN税率を含めて15％に引き
下げる大統領令が、相互関税に関する大統領令の修正と同じタイミングで発出されると、米側より説明あり。

◼ 半導体や医薬品に分野別関税が課される場合、日本が他国に劣後する扱いとはならない。

日本の対米投資

◼ 半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、自動車、人工知能（AI）・量子など経済安全保
障上、重要な分野について、日米が共に利益を得られる強靱（きょうじん）なサプライチェーンを米国内に構
築していくため、緊密に連携。

◼ 日本企業が関与する医薬品や半導体などの重要分野での対米投資を促進すべく、日本の政府系金融機関が最大
5,500億ドルの出資・融資・融資保証を提供することを可能に（出資の際の日米の利益配分の割合は、双方が
負担する貢献やリスクの度合いを踏まえ、1：9とする）。

日本の対米輸入

◼ 日本はバイオエタノール、大豆、トウモロコシ、肥料などを含む米国農産品、半導体、航空機などの購入を拡
大。

◼ コメについて、年間77万トン程度を無税で輸入する現行のミニマムアクセス（最低輸入量）の枠内で、日本
国内の需給状況なども勘案しつつ、米国からの調達を増やす。

◼ 今回の合意には農産品を含めて日本側の関税率引き下げは含まず。

日米関税合意（7月22日）の概要

（出所）日米両政府の発表（2026年4月14日時点）

◼ トランプ大統領は米国時間7月22日、日本との関税協議で合意に至ったと表明。日本政府も日本時間7

月23日、合意を発表。日本の相互関税率は7月31日の大統領令で15％に引き下げ（8月7日～）決定。

◼ 一方、相互関税は米国の連邦最高裁判所が2026年2月20日に国際緊急経済権限法（IEEPA)に基づく

関税は無効と判断したことを受け、2026年2月24日に適用停止となった。

2026年2月24日に適用停止



2
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

大統領令に基づく関税引き下げの内容（2025年9月4日の大統領令発表時点）

自動車・
同部品関税

◼ MFN税率が15％未満の場合はMFN税率と232条関税を合わせて15％、MFN税率が15％以上の場合は232条関
税は課されない。

◼ 関税率の修正は、米国東部時間2025年9月16日午前0時1分以降の輸入に適用。

◼ 既に支払った関税の還付手続きは定められていない。

航空機・同部品

◼ WTOの民間航空機貿易に関する協定の対象品目（全ての民間航空機やその部品など。無人航空機は除く）は、
相互関税、鉄鋼・アルミニウムおよび銅に対する232条関税の対象外。

◼ 関税率の修正は、米国東部時間2025年9月16日午前0時1分以降の輸入に適用。

◼ 既に支払った関税の還付手続きは定められていない。

日米関税合意に基づく関税引き下げの概要

（出所）米国政府公開資料（2026年4月14日時点）

◼ トランプ大統領は米国時間2025年9月4日、日米合意を履行する大統領令を発表。相互関税と自動車・

同部品関税を日本政府の発表内容どおりに修正。民間航空機・同部品には相互関税などは課さない。

◼ 相互関税の修正は8月7日に遡って適用。自動車・同部品、民間航空機・同部品に対する関税の修正は、

9月16日から適用。一方、相互関税は2026年2月24日に適用停止となった。

相互関税

◼ 一般関税率（MFN税率）と合わせて15％。MFN税率が15％以上の品目に相互関税は課されない。
◼ 関税率の修正は米国東部時間2025年8月7日午前0時1分以降の輸入に遡って適用。余分に支払った関税は、米

国税関・国境警備局（CBP）による標準的な還付手続きに従い還付される。CBPは関税が支払われる前の申請
を求めており、可能な限り通関後10日以内の申請を推奨（注1）。
（注1）関税を支払った後でも、関税清算前であれば事後修正（PSC）、清算済みの場合は異議申し立て（protest）が可能。PSCの詳
細はCBPのウェブサイト、ユーザーズガイドを参照。異議申し立ては、清算から180日以内に輸入者、代理人または弁護士がCBPに対
して行える。通常、CBPフォーム19というフォーマットが利用される。詳細はCBPのウェブサイト参照。

MFN税率が従量税や混合税の場合、MFN税率に基づいて支払う関税額をその品目の関税評価額で割って従価税に
換算した関税率を算出する（注2）。

（注2）例えば、MFN税率が50セント/kgの従量税、1kgの関税評価額が10ドルの場合、従価換算関税率は50セント÷10ドル（1,000セ
ント）＝5％となる。

◼ 適用除外品目など関税率以外の内容は変更なし。
◼ 商務長官は、米国内で入手不可能（または米国内需要を満たすのに十分な規模で入手不可能）な天然資源、

ジェネリック医薬品（原料、化学前駆体含む）に関して、日本産品に対する相互関税率をゼロに修正する権限
を有する。関税率の修正時期と対象品目は、米国の国益や大統領令の目的などに鑑みて決定する。

2026年2月24日に
適用停止、

122条(10％)が
適用中

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page25_000437.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page25_000437.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page25_000437.html
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/post-summary-correction
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/post-summary-correction
https://www.icpainc.org/wp-content/uploads/2021/08/ICPA-ACE-Post-Summary-Corrections-User-Guide.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2024-05/cbp_form_19.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2024-05/cbp_form_19.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2024-05/cbp_form_19.pdf
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/protests
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/protests
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日米両国が関心を有している対米投資プロジェクトの分野

エネルギー

◼ AP1000原子炉およびBWRX-300など小型モジュール式原子炉（SMR） の建設

◼ 発電所、 変電所、送電システムなどの大規模な電力および産業インフラにおけるプロジェクト管理、エンジ
ニアリング、調達、建設サービスの提供

◼ 送電網の電化および安定化システムに対するガスタービン、蒸気タービン、発電機など大型電力機器の供給

◼ 大規模電力インフラ構築のための仕様、設計、調達、組立、統合、運用、 メンテナンスの設計・開発

◼ 電力インフラ向けの冷却装置、空調システム、冷却液配分ユニットを含む熱冷却システムおよびソリューショ
ンの供給

◼ 天然ガス送電およびそのほかの電力インフラサービスの提供

AI向け電源開発 ◼ AI 向けの電源開発（ガス火力、原子力）の検討

AIインフラの強化

◼ データセンター向け機器および発電システム、ならびにトランスフォーマーなどの電力インフラの供給

◼ バックアップ電源およびエネルギー貯蔵システム（ESS） 向け製品や先進的電子部品の供給

◼ ESS、そのほかの電子機器・先端電子部品の供給

◼ 光ファイバーケーブルの供給

◼ データセンター用変圧器など変電設備機器、パワーモジュールの供給

重要鉱物など

◼ 米国西部の銅製錬・精錬施設の建設

◼ グリーンフィールドのアンモニアおよび尿素肥料施設の建設

◼ 高圧・高温によるダイヤモンド砥粒製造施設の建設

◼ 米国南部の船舶航路の改善
（載貨重量10万トンクラスの原油タンカーの対応を可能にする浚渫（しゅんせつ）・拡幅を含む）

◼ リチウム鉄リン酸塩の生産施設の建設

日米関税合意に基づく対米投資の主な内容

（出所）日本外務省「日米間の投資に関する共同ファクトシート」、米国政府発表ファクトシートから作成（2026年4月14日時点）

◼ 日本の高市早苗首相と米国のトランプ大統領は10月28日、日米首脳会談を実施。

◼ 米国側は日米関税合意(7月22日)の内容の1つである対米投資に関するファクトシートを公表し、日米両

国が関心を有しているプロジェクトの分野を明らかにした。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100926029.pdf
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/10/28195/
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対米投資は6プロジェクトが発表済み

（注）投資額は一部の案件で見込み、推定額も含む
（出所）日米両政府の公式発表資料から作成（2026年4月14日時点）

◼ 日米両政府は2月18日、日本の5,500億ドル規模の対米投資の第1陣として3件、3月19日には第2陣と

して3件のプロジェクトを発表。次世代原子炉や天然ガス発電施設などのプロジェクトが含まれる。
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米国産原油の輸出インフラ・プロジェクト
（約21億ドル、テキサス州）

天然ガス発電施設の建設
（最大160億ドル、テキサス州）

小型モジュール炉（SMR）の建設
（最大400億ドル、テネシー州・アラバマ州）

工業用の人工ダイヤの製造プロジェクト
（約6億ドル、ジョージア州）

天然ガス発電施設の建設
（最大170億ドル、ペンシルベニア州）ガス火力プロジェクト

（約333億ドル、オハイオ州）
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